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改正道路交通法の一部施行について

自転車利用者対策
（平成2７年６月1日施行）

○ 自転車運転者講習制度の新設

自転車運転中に危険なルール違反を繰り返すと

自転車運転者講習を受けることになります。

○ 講習の対象となる危険行為とは・・・
① 信号無視（道路交通法第７条）

② 通行禁止違反（〃第８条第１項）

③ 歩行者用道路における車両の義務違反（徐行違反）（〃第９条）

④ 通行区分違反（〃第１７条第１項、第４項又は第６項）

⑤ 路側帯通行時の歩行者の通行妨害（〃第１７条の２第２項）

⑥ 遮断踏切立入り（〃第３３条第２項）

⑦ 交差点安全進行義務違反等（〃第３６条）

⑧ 交差点優先車妨害等（〃３７条）

⑨ 環状交差点の安全進行義務違反等（〃第３７条の２）

⑩ 指定場所一時不停止（〃第４３条）

⑪ 歩道通行時の通行方法違反（〃第６３条の４第２項）

⑫ 制動装置（ブレーキ）不良自転車運転（〃第６３条の９第１項）

⑬ 酒酔い運転（〃第６５条第１項）
⑭ 安全運転義務違反（〃第７０条）

○ 自転車運転者講習制度のながれ

① ② ③

自転車運転者が危険 都道府県公安委員会が 講習の受講
行為を繰り返す 自転車運転者に講習を 時間３時間

（３年以内に２回以上） 受けるように命令 手数料５，７００円

○ 罰則規定

公安委員会による受講命令 ５万円以下の罰金
に従わなかった場合
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運転免許証の有効期限に関する規定
（平成2７年６月1日施行）

○ 免許を受けていた期間のみなし継続・優良運転者に係る
基準に関する規定の整備

一定の病気に該当すること等を理由に免許取り消し後
３年以内に再取得した者

海外旅行、災害等やむを得ない理由のため、更新を受
けることが出来なかった者（３年を経過しない場合に限り、
当該事情がやんだ日から起算して１月）

失効免許の期間及び再取得した免許の期間が継続して
いたものとみなすこと及び優良運転者の特例基準が
新設される

優良運転者の特例基準

５年以上 一定の病気等に 免許再取得

無事故無違反 より免許取消し

優良運転者区分

ゴールド免許を交付

○ みなし継続の対象から除外する者
直近になされた質問票の交付や報告徴収に対し、虚偽の

回答をした者については、免許保有期間が継続していたと
みなす対象から除外される。


